
 

富山県事業持続月次支援金 
 

１ 目 的 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、８月２０日には本県に「まん延防止等

重点措置」が適用され、外出自粛要請や飲食店等への時短要請により、厳しい経営環境に置か

れている県内事業者の事業継続や立て直しを支援するため、国「月次支援金」の対象となる中

小企業、個人事業者等に対し支援金を上乗せで支給するもの。 

２ 事業内容 

 【対象事業者】 

  国の月次支援金の給付要件を満たし、国から当該支援金の給付決定を受けた県内事業者 

   → 次の①と②を満たせば業種や地域を問わず給付対象となり得る。 

① まん延防止等重点措置の適用に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受

けていること。 

※ 時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること又は地域におけ

る不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。 

② 月間売上が 2019年又は 2020年の同じ月と比べて 50％以上減少していること。 

※ ただし、時短要請に係る富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第３

次）の支給対象となっている飲食事業者は対象外 

 【給付内容】 

  令和３年度８月分、９月分についてそれぞれ申請が可能。 

  ※県飲食業関連事業者支援給付金（第２次）との併給可能。ただし、当該給付金の受給月に

係る県事業持続月次支援金の額は、当該給付金受給額を控除（下記金額を限度）した額 

 （１）一般事業者（酒類販売事業者以外） 

    国の月次支援金給付額の１/２ 

     中小企業等  上限１０万円/月 

     個人事業者等 上限 ５万円/月 

 （２）酒類販売事業者 

    国の月次支援金給付額と同額 

    ただし、月間売上額の減少割合に応じて給付上限額を増額 

具体的には、①と②のいずれか小さい額を支給 

     ①中小企業等  △50％以上 70％未満 上限２０万円/月 

             △70％以上 90％未満 上限４０万円/月 

             △90％以上    上限６０万円/月 

      個人事業者等 △50％以上 70％未満 上限１０万円/月 

             △70％以上 90％未満 上限２０万円/月 

             △90％以上   上限３０万円/月 

     ②国の月次支援金制度における売上減少額から国の月次支援金給付額を控除した額 

３ 申請方法 オンライン又は郵送（原則） 

４ 申請時期 令和３年１０月中旬～令和４年１月末（予定） 

５ 想定件数 １，７００事業者（申請（８・９月分）２，６００件） 
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